
規

則 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉

県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
十
九
条
の
九
第
六
項
」
を
「
第
十
九
条
の
九
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
を
削
り
、
同
様
式
の
（
注
）
中
３
を
４
と
し
、

２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

  

様
式
第
二
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
十
二
号
（
表
面
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
（
一
）
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
四
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
号
及
び
様
式
第
二
十
六
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

２
 
住
所
等
の
変
更
が
確
認
で
き
る
書
類
（
住
民
票
、
運
転
免
許
証
の
写
し
等
）
を
提

 

 
示
す
る
こ
と
。

 

（
男
・
女
）

 

は
記
名
押
印
）

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 
申
請
し
ま
す

 
再
交
付
を
申

 

請
し
ま
す

 

（
自
署
又

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 
５
万
分
の
１
以
上

 
縮

 

尺
５
万
分
の
１
以
上

 

（
自
署
又
は
記
名
押
印
）

 


